
石井町介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防訪問介護サービス及び介護予防通

所介護サービス等)実施要綱 

 

(事業の目的) 

第１条 石井町介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防訪問介護サービス及び介護予防通所介護サービ

ス等)(以下「事業」という。)は、介護保険法第１１５条の４５に規定する介護予防・日常生活支援総合

事業の実施の中で、要支援者及び介護予防・日常生活支援総合事業対象者(以下「事業対象者」という。)

に対して、下記第３条に掲げるサービスを提供することにより、要介護状態等となること及び閉じこも

りの予防、要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活を営むことができ

るよう支援することを目的とする。 

 

(対象者) 

第２条 事業の対象者は、被保険者 (本町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、本町に所在

する住所地特例対象施設に入所等している住所地特例適用被保険者を含む。) のうち、要支援者及び事

業対象者(以下「対象者」という。)とする。なお、事業実施にあたっては、町及び地域包括支援センター

が、対象者の意思を最大限尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切なケアマ

ネジメントに基づき、決定することとする。 

２ 事業対象者とは６５歳以上の者であって、厚生労働省告示第３１６号に基づく基本チェックリスト(以

下「チェックリスト」という。)（様式第１号）を実施した結果、生活機能の低下が認められ事業対象基

準に該当した者とする。 

 

(事業の内容) 

第３条 家事援助等の簡易な生活支援サービス（以下「介護予防訪問介護サービス」という。）としては、

次の表に掲げるもののうち地域包括支援センターによる適切なケアマネジメントに基づき必要と認め

られたものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(1) サービス提供の準備及

び実施記録に関すること。 

健康チェック 相談援助、情報収集・提供 

環境整備（換気、室温、日当たりの

調整等） 

サービス提供後の記録等 

(2) 身体介護に関するこ

と。 

排泄介助（トイレ利用、おむつ交換） 身体整容 

食事介助 更衣介助 

特段の専門的配慮をもって行う調理 体位変換 

清拭 移乗・移動 

部分浴（手浴、足浴、洗髪）及び全

身浴 

起床・就寝介助 

洗面 服薬介助 

自立生活支援のための見守り的援助   

(3) 生活援助に関すること。   

対象者の生活範囲内の清掃・整理整頓（居室

内、トイレ、卓上の清掃等） 
被服の修理（ボタン付け、破れの補修等） 

ゴミ出し 一般的な調理・配下膳 

洗濯（洗濯、物干し、取り入れ、収納、アイロ

ンがけ等） 
日常品の買物 

ベッドメイク（利用者不在でのシーツ交換、布

団カバーの交換等） 
薬の受け取り 

衣類の整理（夏・冬服の入れ替え等） その他町長が認めるもの 

 

２ 通所施設を利用し、入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態確認等

の日常生活の世話と機能訓練等を行うサービス(以下「介護予防通所介護サービス」という。)として

は、次に掲げるもののうち地域包括支援センターによる適切なケアマネジメントに基づき必要と認め

られたものとする。 

(１)日常生活上の支援(共通的サービス) 

ア 入浴、排泄、食事等の介護 

イ 生活等に関する相談及び助言 

ウ 健康状態の確認 

エ その他、要支援者及び事業対象者に必要な日常生活上の支援  

(２)機能訓練(選択的サービス) 

ア 生活機能向上グループ活動サービス 

イ 運動器の機能向上に資する機能訓練 



ウ 栄養改善に資する食事相談等 

エ 口腔機能向上に資する機能訓練 

 

(利用手続） 

第４条 前条の事業を利用しようとする者は、介護予防ケアマネジメント又は介護保険法第８条の２第  

１６号に規定する介護予防サービス計画の作成を受けなければならない。 

２ 介護予防ケアマネジメント事業を利用しようとする者は、介護予防ケアマネジメント依頼届出書（様式

第２号）を町長に提出するものとする。ただし、要支援者が介護予防サービス計画から介護予防ケアマ

ネジメントへ移行する場合は、原則として提出は不要とする。 

３ 町長は、前項の書類の提出があったときは、当該事業対象者を受給者台帳に登録するとともに介護保険

被保険者証（以下「被保険者証」という。）を事業対象者に交付するものとする。 

４ 被保険者証の交付をうけた事業対象者は、居住地を管轄する地域包括支援センターに被保険者証を提

示のうえ介護予防ケアマネジメント事業による援助(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)を依

頼しなければならない。 

５ 地域包括支援センターは、事業対象者から前項の被保険者証の提示及び介護予防ケアマネジメント実

施の依頼があったときは、当該事業対象者に対して介護予防ケアマネジメントを実施する。介護予防ケ

アマネジメント費は、１月当たり４，３８０円を基準として町から地域包括支援センターへ支払いする。

ただし、初回加算３，０００円等必要に応じて増減する。また、町長は、介護予防ケアマネジメントに

関する審査及び支払の事務を、徳島県国民健康保険団体連合会に委託することができる。 

６ サービスを継続して利用するためには、要支援認定者は認定期間内に更新手続又はチェックリストを

受けなければならない。事業対象者の有効期間は、基本チェックリストの実施によって事業対象者とな

った日から当該日が属する月末の翌日から２年間とする。 

 

(事業者の指定) 

第５条 町長は、事業を適切に実施できるものとして、別に町長が定める基準に適合する者(以下「指定事

業者」という。)を、サービス提供事業者として指定することができる。 

２ 町長は、事業に係る規定の施行日の前日において、介護予防訪問介護・介護予防通所介護に係る指定

介護予防サービスを行う事業者を、施行日において総合事業のみなし指定を受けたものとする。 

３  第１項に係る事業者の指定期間は、指定のあった月から６年間とする。 

４  第２項に係る指定の有効期間は、平成３０年３月３１日までとする。 

 

(指定の申請等) 

第６条 介護保険法第１１５条の４５の５の規定による指定申請は、様式第３号により実施するものとす

る。町長は様式第４号により、結果を通知する。 

２ 前項の申請は、別表第１に掲げる書類及び町長が必要と認める書類(以下「添付書類」という。)を申請

書ごとに添付して行うものとする。 



３ 第１項の申請は、事業開始予定日の１か月前までに行うものとする。 

 

(指定の更新等) 

第７条 介護保険法１１５条の４５の６の規定による指定更新に係る申請は、様式第５号により行うもの

とする。町長は様式第６号により、結果を通知する。 

２ 前項の申請は、別表第１に掲げる書類及び添付書類を申請書ごとに添付して行うものとする。 

３ 第１項の申請は、更新予定日の１か月前までに行うものとする。 

４ 第１項の更新に係る指定を受ける事業者の指定期間は、指定のあった月から６年間とする。 

 

 

(指定申請の辞退)  

第８条 指定申請の辞退は、様式第７号により行うものとする。 

 

(変更の届出等) 

第９条 指定事業者は、次に掲げる事項に変更があったとき、又は休止した当該事業を再開したときは、

変更に係るものにあっては様式第８号により、事業の再開に係るものにあっては様式第１０号により届

出を行うこととする。 

(１) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該

施設を含む。)の名称及び所在地 

(２) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

(３) 申請者の登記事項証明書又は条例等 

(４) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該

施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要 

(５) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所 

(６) 運営規定 

(７) 申請に係る事業に関する介護予防サービス費の請求に関する事項  

２ 指定事業者は、当該事業の提供を廃止又は休止しようとするとき、次に掲げる事項を様式第９号によ

り届出を行うこととする。 

(１) 廃止又は休止しようとする年月日 

(２) 廃止又は休止しようとする理由 

(３) 現に事業の提供を受けている者に対する措置 

(４) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 

３ 第１項の届出は、変更及び再開後１０日以内に行うこととする。 

４ 第１項の届出は、内容に応じて別表第２に掲げる書類を添付して行うこととする。 

５ 第２項の届出は、廃止又は休止の日の１か月前までに行うこととする。 

６ 変更に係る届出の規定は、休止中の場合は適用しない。 



 

(報告等) 

第１０条 町長は、第一号事業支給費の支給に関して必要があると認められるときは、指定事業者に対し、

介護保険法第１１５条の４５の７の規定による報告等を求めることができることとする。 

 

(勧告、命令、公表等) 

第１１条 町長は、指定事業者が別に定める基準に従って事業を行っていないと認めるときは、当該事業

者に対し、介護保険法１１５条の４５の８の規定による勧告、命令、公表等を行うことができることと

する。 

２ 町長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。 

 

(指定事業者の指定の取消し等) 

第１２条 町長は、介護保険法１１５条の４５の９の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指

定事業者に係る指定事業者の指定を取り消す、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは

一部の効力を停止することができることとする。様式第１１号又は様式第１２号により通知する。 

 

(利用回数及び利用時間) 

第１３条 事業の利用回数及び利用時間は、地域包括支援センターのケアマネジメント等により決定す

ることとし、利用回数の目安は次のとおりとする。なお、介護予防訪問介護サービスの利用時間は原

則６０分以内とすることとする。 

(１) 事業対象者及び要支援１認定者は、介護予防訪問介護サービスについては週１～２回、介護予防通所

介護サービスは週１回の利用を基本とする。 

(２) 要支援２認定者は、介護予防訪問介護サービスについては週１～３回、介護予防通所介護サービスは

週２回の利用を基本とする。 

 

(第一号事業支給費の支給) 

第１４条 町長は、対象者が指定事業者から介護予防訪問介護サービス・介護予防通所介護サービスを受

けたときは、対象者に対し、第一号事業支給費を支給する。ただし、介護保険法第１１５条の４５の３

第３項に基づき、当該対象者が指定事業者に支払うべき当該介護予防訪問介護サービス・介護予防通所

介護サービスに要した費用を当該対象者に代わり、当該指定事業者に支払うことを原則とする。これに

より、対象者に対し第一号事業支給費の支給があったものとみなす。 

 

２ 第一号事業支給費の額は、第１５条及び第１６条に規定する事業費の額の１００分の９０（サービス

の利用者が、第一号被保険者であって介護保険法第５９条の２に規定する政令で定めるところにより算

定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっ

ては、１００分の８０又は１００分の７０）に相当する額とする。 



 

 

(介護予防訪問介護サービスに要する費用の額） 

第１５条 指定事業者において、介護予防訪問介護サービスを行った場合、利用者の状態区分に応じ、次

の表に基づき介護予防訪問介護サービスに要する費用(以下「訪問型サービス事業費」という。)を算定

する。算定に関する詳細は、別表第４及び５のとおりとする。 

 

 

（１）訪問型サービス事業費は回数又は月単位（前記表の１月の上限回数を超えない場合は、回数単位

での算定を原則とする。）で算定することとし、利用回数等に応じて前記表の事業費を算定すること

とする。ただし、次に掲げるアからカに該当する場合にはこの限りではない。 

ア 別に町長が定める施設基準に該当する指定事業所において、当該事業所に居住する利用者に対

し、サービス提供を行った場合、又は、指定事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接

する敷地内の建物若しくは指定事業所と同一建物に居住する利用者又は指定事業所における１月

当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物の利用者に対し、介護予防訪問介護サー

ビスを行った場合は、所定事業費に前記表の割合を乗じた訪問型サービス事業費を算定する。 

イ 別に厚生労働省が定める地域に所在する指定事業所又はその一部として使用される事務所の訪問

介護員等が介護予防訪問介護サービスの提供を行った場合は、前記表の事項を乗じた額を所定の

訪問型サービス事業費に加算する。 

ウ 別に厚生労働省が定める地域に所在し、かつ、別に町長が定める施設基準に適合する指定事業所

又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定介護予防訪問介護サービスを行った



場合は、前記表の事項を所定の訪問型サービス事業費に加算する。 

エ 指定介護予防訪問介護サービス事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働省が定める地域に居住し

ている利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定介護予防訪問介護サービスを行っ

た場合は、前記表の事項を所定の訪問型サービス事業費に加算する。 

オ 利用者が、介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護

予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、当該事業に係る訪問型サービス事業費は算定

しない。 

カ 利用者が一の指定介護予防訪問介護サービス事業所において当該事業に係るサービス提供を受け

ている間は、当該指定事業所以外の指定事業所がサービス提供を行った場合に、訪問型サービス

事業費は算定しない。 

（２）当該指定事業者に係る事業所において、新規に介護予防訪問介護サービス計画を作成した利用者

に対して、別の定める基準により規定されたサービス提供責任者が、初回にサービス提供した日の属

する月にサービス提供した場合又は当該指定事業者に係る事業所のその他の訪問介護員等が初回にサ

ービス提供した際にサービス提供責任者が同行した場合は、１月につき前記表の額を加算する。 

（３）生活機能向上連携加算 

生活機能向上連携加算(Ⅰ)  

サービス提供責任者が、指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業所、指定（介護予防）通

所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（医療法（昭和

23年法律第205号）第１条の２第２項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数

が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに

限る。以下同じ。）の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向

上を目的とした介護予防訪問介護計画を作成し、当該介護予防訪問介護計画に基づくサービス提供

を行ったときは、初回のサービス提供が行われた日の属する月に、前記表の額を加算する。 

生活機能向上連携加算(Ⅱ)  

利用者に対して、指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業所、指定（介護予防）通所リハ

ビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士が、指定（介護予防）訪問リハビリテーション等の一環として当該利用

者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的

とした介護予防訪問介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士と連携し、当該介護予防訪問介護計画に基づくサービス提供を行ったときは、初回のサー

ビス提供が行われた日の属する月以降３月の間、１月につき前記表の額を加算する。ただし、生活

機能向上連携加算(Ⅰ) を算定している場合は、算定しない。 

（４）別に厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして

都道府県知事又は町長に届け出た当該指定事業者が、利用者に対し、サービス提供を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、前記表に掲げる事項を加算する。ただし、この加算は、いずれか一つ



のみを算定する。 

（５）別に厚生労働省が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとし

て都道府県知事又は町長に届け出た当該指定事業者が、利用者に対し、サービス提供を行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、前記表に掲げる事項を加算する。ただし、この加算は、いずれか

一つのみを算定する。 

２ 前項に規定する訪問型サービス事業費は、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合

であっても日割り計算を行わないこととする。ただし、月途中に要介護から要支援に変更となった場合、

要支援から要介護に変更となった場合、要支援度が変更となった場合、同一保険者管内での転居等によ

り事業所を変更した場合については、日割り計算を可能とすることとする。 

 

(介護予防通所介護サービスに要する費用の額) 

第１６条 指定事業者において、介護予防通所介護サービスを行った場合、利用者の状態区分に応じ、次

の表に基づき介護予防通所介護サービスに要する費用(以下「通所型サービス事業費」という。)を算定

する。算定に関する詳細は、別表第６及び７のとおりとする。 



 



 

（１）通所型サービス事業費は回数又は月単位（前記表の１月の上限回数を超えない場合は、回数単位で

の算定を原則とする。）で算定することとし、事業対象者及び要支援１認定者、要支援２認定者は、前記

表の通所型サービス事業費を算定することとする。ただし、次に掲げるアからカに該当する場合にはこ

の限りではない。 

ア 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に町長が定める基準に該当する場合は、所

定事業費に前記表の割合を乗じた通所型サービス事業費を算定する。 

イ 指定事業所の介護予防通所介護サービス従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住してい

る利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、介護予防通所介護サービスを行った場合は、所

定事業費に前記表の割合を乗じた額を所定の通所型サービス事業費に加算する。 

ウ 町長の定める基準に適合した指定事業所において、若年性認知症利用者に対してサービス提供を

行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、１月につき前記表の額を加算する。 

エ 指定事業所と同一建物に居住する者又は指定事業所と同一の建物から当該指定事業に通う者に対

し、サービス提供を行った場合は、１月につき前記表の額を所定の通所型サービス事業費から減算す

る。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情によ

り送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。 

オ 利用者が、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居

者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受

けている間は、当該事業に係る通所型サービス事業費は算定しない。 

カ 利用者が一の指定介護予防通所介護サービス事業所において当該事業に係るサービス提供を受け

ている間は、当該指定事業所以外の指定事業所がサービス提供を行った場合に、通所型サービス事業

費は算定しない。 

（２）生活機能向上グループ活動加算 

 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、町長に届け出て、利用者の生活機能の向上を

目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援

のための活動(以下「生活機能向上グループ活動加算」という。)を行った場合は、１月につき前記表の額

を加算する。ただし、(３)から(６)の加算の内いずれかを算定している場合は算定しない。 

ア 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他当該事業所従業員が共同して、利用者

ごとに生活機能の向上の目標を設定した介護予防通所介護サービス計画を作成していること。 

イ 介護予防通所介護サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう

複数の種類の生活機能向上グループ活動サービス項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利

用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グル

ープ活動サービスが適切に提供されていること。 

ウ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを１週につき１回以上行っていること。 

(３)運動器機能向上加算 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして町長に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目



的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態又は向上に資すると認められるもの

(以下「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合は、１月につき前記表の額を加算する。 

ア 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復

師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓

練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。） (以下「理学

療法士等」という。)を１名以上配置していること。 

イ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種

の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。 

ウ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、経験のある介護職員その他の職種の者が運

動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。 

エ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

オ 町長の定める基準に適合している指定事業所であること。 

(４)栄養アセスメント加算 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして町長に届け出た通所型サービス事業所において、

利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリス

ク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。）を行った場合は、１月につき前

記表の額を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る

栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。 

ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。 

イ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（ヘの注において

「管理栄養士等」という。）が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対して

その結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。 

ウ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その

他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

エ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも

該当しない通所型サービス事業所であること。 

(５)栄養改善加算  

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして町長に届け出て、低栄養状態にある利用者又は

そのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される

栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以

下「栄養改善サービス」という。)を行った場合、１月につき前記表の額を加算する。 

ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。 

イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能

及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等栄養改



善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 

エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

オ 町長の定める基準に適合している指定事業所であること。 

(６)口腔機能向上加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして町長に届け出て、口腔機能が低下している

利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実

施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、

利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの「口腔機能向上サービス」という。）を行

った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき前記表の額を加算する。 

(７)選択的サービス複数実施加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、町長に届け出た通所型サービス事業所が、

利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサ

ービスを実施した場合に、１月につき前記表の額を加算する。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加

算又は口腔機能向上加算を算定している場合は算定しない。 

(８)事業所評価加算 

指定事業所において、評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り１月につき前記表の額

を加算する。 

(９)サービス提供体制強化加算 

指定事業所が利用者に対し、介護予防通所介護サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従

い、利用者の状態に応じて１月につき前記表の額を加算する。 

(１０)生活機能向上連携加算  

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして町長に届け出た通所型サービス事業所にお

いて、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した

場合には、当該基準に掲げる区分に従い、アについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練

計画を見直した場合を除き３月に１回を限度として、１月につき、イについては１月につき、前記表の

額を加算する。 

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ)   

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)  

 

(１１)口腔・栄養スクリーニング加算  

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する通所型サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用

中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合

に、次に掲げる区分に応じ、１回につき前記表の額を加算する。ただし、この加算は、いずれか一つ

のみを算定し、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定し

ている場合にあっては算定しない。 

(１２)科学的介護推進体制加算 



次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして町長に届け出た通所型サービス事業所が、利用者

に対し通所型サービスを行った場合は、１月につき前記表の額を加算する。 

ア利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。）、栄養状態、口腔機能、認知

症（法第５条の２第１項に規定する認知症をいう。）の状況その他の入所者の心身の状況等に係る

基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

イ必要に応じて通所型サービス計画を見直すなど、通所型サービスの提供に当たって、アに規定する

情報その他通所型サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

(１３)介護職員処遇改善加算 

別に厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道

府県知事又は町長に届け出た当該指定事業者が、利用者に対し、サービス提供を行った場合は、当該基

準に掲げる区分に従い、前記表の内容を加算する。 

(１４)介護職員等特定処遇改善加算 

別に厚生労働省が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして

都道府県知事又は町長に届け出た当該指定事業者が、利用者に対し、サービス提供を行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、前記表の内容を加算する。 

２ 前項に規定する通所型サービス事業費は、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場

合であっても日割り計算を行わないこととする。 

ただし、月途中に要介護から要支援に変更となった場合、要支援から要介護に変更となった場合、要

支援度が変更となった場合、同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合等については、日

割計算を可能とすることとする。 

 

(訪問型サービス事業費・通所型サービス事業費の算定に係る届出) 

第１７条 指定事業者は、訪問型サービス事業費・通所型サービス事業費を算定するにあたり「指定居宅

サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基

準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の

額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の

算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について

(平成１２年３月８日老企第４１号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」に規定される届出を様式第

１３号及び様式第１３号（別紙１）により行うこととする。 

２ 前項の届出は、別表第３に掲げる書類を添付して行うものとする。 

３ 第１項の届出に係る加算等の算定の開始時期は、届出が毎月１５日以前になされた場合には翌月から、

１６日以降になされた場合には、翌々月から算定を開始することとする。 

 

(第一号事業支給費の額の特例) 

第１８条 町長が、災害その他特別の事情があることにより、介護予防通所介護サービス・介護予防訪問



介護サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた対象者が受ける第一号事業支給費に

おいては、これに規定する「１００分の９０又は１００分の８０又は１００分の７０」とあるのは、「１

００分の９０又は１００分の８０又は１００分の７０を超え１００分の１００以下の範囲内において

市町村が定めた割合」とする。 

 

(高額介護予防サービス費相当事業) 

第１９条 町長は、地域支援事業実施要綱別記１第２の１の(１)ア(コ)及び(サ)等に基づき、高額介護予防

サービス費相当事業(以下「高額介護予防・生活支援サービス」という。)及び高額医療合算介護予防サー

ビス費相当事業(以下「高額医療合算介護予防・生活支援サービス」という。)を行うものとする。 

２ 前項に規定する高額介護予防・生活支援サービス及び高額医療合算介護予防・生活支援サービスの支

給要件、支給額その他支給に関して必要な事項は、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第

２９条の２の２及び第２９条の３の規定を準用する。 

 

(審査・支払事務の委託) 

第２０条 町長は、指定事業者に対する事業実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を、

徳島県国民健康保険団体連合会に委託することができる。 

 

(訪問型サービス事業費・通所型サービス事業費に係る支給限度額) 

第２１条 この事業に係る支給限度基準額は、介護保険法第５３条に規定される指定介護予防サービス費

と共に算定される訪問型サービス事業費・通所型サービス事業費の合計が次に掲げる状態区分に応じて、

それぞれ一月ごとに下記の金額に至るまでサービスを受けることができる。 

（１）事業対象者 原則 ５０，３２０円 ただし、例外的に事業対象者が短期集中的にサービスを利用

することにより、状態が改善されると判断される場合は、要支援２認定者の支給限度基準額を上限とす

る。 

（２）要支援１認定者  ５０，３２０円 

（３）要支援２認定者 １０５，３１０円 

２ 第１項に規定する支給限度額を超えて、利用者が介護予防訪問介護サービス・介護予防通所介護サー

ビスの提供を受けた場合、介護保険法施行令第２５条に規定する算定方法によりそれぞれの事業費を算

定することとする。 

 

(指定事業者の責務) 

第２２条 指定事業者は、この事業を円滑かつ適正に実施するため、必要な職員を配置しなければならな

い。 

２ 従事職員は自身の清潔保持と健康の管理に努めなければならない。 

３ 指定事業者は、事故発生時の対応を含めた安全管理体制を整備しなければならない。 

４ 事業実施中に発生した事故等については、速やかに町へ報告するとともに指定事業者が責任をもって



対処しなければならない。 

 

(利用者の責務) 

第２３条 利用者は、予め決定された利用日に利用できないときは、速やかに指定事業者に連絡しなけれ

ばならない。 

 

(個人情報の保護) 

第２４条 指定事業者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 

(関係機関との連携)  

第２５条 町長、地域包括支援センター、指定事業者は、互いに連携を図るなかで、事業の効果的な実施

を図るものとする。また、必要に応じて、対象者主治医及びその他関係機関と連携を図るものとする。 

 

(その他） 

第２６条 この要綱及び法令に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める

ものとする。 

附 則 

(施行期日） 

第１条 この要綱は、平成２９年１月１日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行す

る。 

(施行日前の準備行為）  

第２条 この要綱の規定は、施行の日以後における介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な

行為に限り、この要綱の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。 

 

    附 則(平成２９年３月３１日告示第３９号) 

この要綱は、平成２９年４月１日より施行する。 

 

附 則(平成３０年３月２６日告示第２１号) 

この要綱は、平成３０年４月１日より施行する。 

 

附 則(平成３０年１０月１日告示第８８号) 

この要綱は、平成３０年１０月１日より施行する。 

 

附 則(平成３１年４月１日告示第４７号) 

この要綱は、平成３１年４月１日より施行する。 

 



附 則(令和元年１０月１日告示第５８号) 

この要綱は、令和元年１０月１日より施行する。 

 

附 則(令和３年４月１日告示第５９号)  

この要綱は、令和３年４月１日より施行する。 

 

 

附 則(令和４年４月１日告示第７０号)  

この要綱は、令和４年４月１日より施行する。 

 


